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飯田市竜丘公民館を事例に一一
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序章開題の所荏

戦後における公民館をめぐる論争は，地域づくり・住民自治における公民館の位罷づけ，教

育機関としての独自の性格，およびその両者の関連を問うものであったといってよい。いわゆ

る寺中構想や自治公民館，あるいは各種の「テーゼ」をめぐる議論のいずれにおいても，それ

は確認できる。

概略的に示せば，地域再建(郷土復興)のための総合施設としての公民館像から教育機関と



128 教育学研究科紀婆第84号

しての公民館へと法制上は整理されたもの，そのような実態が伴ってくるのは地域社会が変

貌・崩壊の危機に瀕した高度成長期以後であり，そこにおいてようやく教育機関としての公民

館の独自性が明らかになった。しかし，教育機関として性格は， 日本的な生涯教育・生謹学習

の登場とともに否定されつつあり，他方で地域づくりの課題が一般行政やNPO等によって取

り上げられるようになる中で，公民館と地域づくりとの関連や公民館実践の国有の役割が間わ

れているのが現在である，と言えるであろう。

最近の局閣に却しでも，依然として公民館は，個人と社会を繋ぐ，あるいは地域社会の発展

をめざすという機能を担っていると蓄えるが，そのような機能は，公民館だけによって担われ

ているのではない。町内会，自治体の首長部局などはもちろん，協同組合やNPO，ボランティ

ア組織などもこうした役割を担っている。そうした諸組織の中での公民館の溺有の役割は伺か

という，戦後の公民館の腫史の中で常に問われ続けてきたこの間いが，地方分権が主張され，

地域づくりの必要性が強調される今日において，再び、重要性を増している。

小論では，以上のような状況に鑑みながら，改めて公民館実践と地域づくりとの関連を開い

たい。そこでの関心は，公民館の教育機関としての盟有の役割と，地域づくりにおける公民舘

実践の意義弘教脊機関としての役鶴を踏まえて明らかにすることにある。より普遍化すれば，

社会教育と地域づくり，教育実践と住民自治との区別と関連を，今日の到達点にたって検討す

ることが主題となる。

以下ではそのような課題について，飯田市竜丘地区の実践を事例に検討する。飯田市に着目

する理由は，第一に，戦後初期以来の公民館実践の歴史をもち，戦後の各期の公民館実践の特

質を通史的に把援することができるからであり，第ニに，充実した公民館体制に支えられて，

公民館実践のありかたについての飯泊市独自の自覚的な向い直しが幾度となくなされてきたか

らである。社会構造の変化や政策動向といった一般的な要因が，地域における実践の蓄積の中

でどのように理解されていたのかを，そこに確認することができる。さらに，飯田市の中でも

竜丘地区に着目するのは，以下の二点の理由による o 第一に，この地区は飯悶市内における開

発地区であり，開発と地域という碁本問題が公民館実践の背景に存在していたことがある。こ

れは日本の公民館実践においても同様に基本問題であった。第二に，この地区は大正自由教脊

の伝統や戦前・戦後の文化を中心とした青年間運動にささえられて I文化の竜丘J と称される

特質をもっているのであるが，そのことにより，会調で一般的に見られる文化・教養を中心と

した学習実践を過して地域づくりに接近する可能性や課題を検討することが可能で、ある。

但し，小論では，竜丘地区の公民館実践の豊かな歴史的蓄積のすべてを検討することはでき

ない。ここでは，先に述べた筆者の関心にしたがって，とりわけ近年において，地域づくり実

践が公民館の側で意識される際の論理とその背最に焦点をあてて，必要な限りで膝史的な蓄積

も参照するにとどめることを予め確認しておきたい。

方法的な限定について述べておけば，地域づくりに関する検討においては，共同性の変容を

協同の発展との関連で分析することにする。それは，共同体が崩壊し再縁される下で， t湯河と

協働によって再建される新たな共同が，再構築された地域であるという筆者の仮説に由来する

ものの，以下でみるように，それは!日村を日常的な自治の基盤として維持している飯間市・

丘地匿の実態に鑑みても妥当な方法であるよ 7に思われる。したがって分析の要点としては，

かつての共同が地域づくり，公民館実践の双方にとって有する意義と限界を検討することが，

まず必要になるであろう。その上で，協関の発展の可能性を公民舘実践とのかかわりで検討す



ることが課題となる。

第一重量 飯間市竜丘地区の特賞

第一節概況
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飯田市は長野県下伊那地方の中核都市であり，戦後には 5度にわたる合併により 2町11村を

統合し，人口は 10万人を超えている。下伊那地方では戦前より自由民権運動，自由大学運動，

自由教育，青年運動などにおいて独自の取り級みが展開し，そうした文化的・政治的伝統は，

郷土史研究の蓄積にも支えられて，今日においても各地区(I日村)で学ばれ，語り継がれてい

るO

現在の飯関市の地区は， I日飯田市にあたる市街地地区，市街地周辺の商工業集積地区，天竜

JII西岸の農村地区，東岸の農村地区に大きく区分できる。農村地区のうち，天竜)11東岸地区(竜

東地底)は過疎化が進援し，農業経営も困難を来している o 竜丘地区はこれらとは対岸の西岸

地区に位置し，その中でも市街地に近いために，郊外腐の進出や宅地開発が急、速に進展しつつ

ある地区である。銀出市には 1956年に合併している。

竜丘地区は飯間市あるいは下伊那地域の中でも，文化的な伝統の蓄積された地域であるとい

われている。近代の歴史を遡ると，まず明治大正期の飯伊地域におけるキリスト教の広がりに

注目すべきであろう。竜丘においても 1921(大正10)年に伝導舘が開設され， 100名を超える

信者が集っていたという。佐藤克郎氏は，意丘が「文化村の誇りを持つその底流のひとつがキ

リスト教の地域活動にあること」を指摘しているらリベラルな思想が支持された一つの基盤を

ここにみてよい。

また教会が主儀した日曜学校が住民の学習要求を喚起したことも無視できない。寺院ではそ

うした取り組みに触発されて，独自の日曜学校を開催するところも現れ，学習ブームと言える

状況も出現したという。

大正期には自由教育が竜丘小学校で展開し，自由岡教育(手本を使用せずに児童の白出表現

を尊重)は特に注目されるものであったこつした運動を指導した教師の中には，青年間運動

を指導した者もいる。中国美稔氏は自由教育に加わった岡村二ーについて次のように記してい

るJ青年運動にも頭角を現わし，大正十年に竜丘青年会をして郡育改革の主役たらしめたのも，

彼の指導力に負うところが大であったJ30

戦後になると，1952・3年頃に，学習グループ段f乏が結成され，昭和30年代に丸山学派の大

学教員を講師として招いている九こうした戦前来の学習実践の蓄積が，先の諸実践を支える

要悶でもある。その点は，例えば長野原のこども文庫活動においても確認できる。 1977年から

開始されたこの文庫活動は， 1985年に建設された長野涼区民センター(公民館)に問書室を設

置する原動力となったが，この活動に携わった小林いつ子氏は「竜丘には自由画教育や音楽教

育で全国に先がけて勇気ある選択をしてできった先人のおられることを思い，子供達の小さな

心が豊かに育って欲しいと子供文康を始めた者連の永遠の願いでもありますJ5と述べ，この地

区の教育環境の持つ意義を指摘している。
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第二節電丘地盤における開発動向

(1) 近年の開発
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合併後の竜丘村は，上水道の整備(丘陵地帯であるため水の確保が課題であった)と 1958年

から始まった農道建設(新農村建設補助事業)によって，住環境や交通条件が繋儲され，竜東

地域とは対照的に開発の白羽の矢が立てられてきた。近年の開発(計画)の経緯は次の通りで

ある

1969年:東京の不動産業者によるゴルフ場計画が持ち込まれ，これに対し皮対同盟が組織され

た結果 3王手を経て中止されることになった。

1979年:飯伊地域モデル定住圏構想、に基づく 4年制大学の設置構想が登場し，臼井原が候補地

になった。しかし，結局，地元からの設立出資金の出し予がなく立ち消えになったとされてい

る。市営慕地も 79年に開設されている。

1986年:市内全域から断られたゴミ焼却場の建設が決まり，この年に着工された。

1993年:竜王王・伊賀良の 16Haを対象に工業団地を造成する計画が示された。それに対し，

井涼の自然と農地を守る会」が結成され，署名運動が展開され，意見書も提出された。 3年間

の交渉の中で，守る会は「分散型工場用地の確保による市内全域の活性化策への転換」を提言

し，当地での開発は断念された。この運動の中では，後述する飯田昆虫友の会との協同もなさ

れた。

これらの開発は，通称「臼井原j と呼ばれる地域をめぐるものであるが，計画が立てられる

度ごとに住誌の意志が関われ，また時には運動も組織されてきた。このように様々な開発問題

と蔵間しながら，地域のありかたを開い返し，現実的な発援方向を模索してきたのが竜丘の特

徴の一つであるo

(2) 新住民の増加

宅地関発とともに人口も急速に増加したが，そのことは新住民の増加による，いわゆる混住

化が進展したことを意味している。現在の人口は 6857人(2000年 1月)で，集落別の世帯数は，

駄科803，長野原 362，時又378，柄林408，上川路116となっているが，例えば長野原では戦

前は 40戸を数えるのみであった。

これらの新住民の増加は非農家の増加や相対的に若い世代の増加をも意味し，住民暗躍の多

様化は顕著である。さらに最近では，飯田市中心部の工場へ勤務する外国人も増えており，住

民の多様佑は一層進展している。

こうした住民の変化によって，戦前からの共向体的な社会をそのまま維持することの国難さ

に直面したのも竜丘地区の特徴の一つである。

第エ重量 公民館実践の特徴

第一節 代表的な公民館爽賎事例より

公民館は時又地区に地区館が配誼され 5つの区の各々に分館が配置されている。公民館運

営審議会(以下，公運動は地区館にあるほか，駄科一分強にも独自に設けられている。ここで

はまず，竜丘公民館の特徴的な実践のいくつかについて概要を見ておこう。

(1) ギフチョウ保護運動

竜丘地症にはギフチョウの生息地があるが，それがマニア向けの書籍で紹介されたことを契
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機に，全国から捕獲のために訪れる人が殺到するようになった7。そのような時期に，竜丘公民

館で「夏休み昆虫教室」が開催され (1987年8月)，集った指導員の聞でギフチョウが減少して

いることが話題に上り，これをきっかけに翠88年に「飯限昆虫友の会Jが結成された。会員の

部では開発による自然・環境の破壊の実態と保護の重要性が話し合われたが，その中ではギフ

チョウ乱獲による絶滅の危機と天竜川の大規模治水対策に伴う工事の影響によりギフチョウ生

息地が壊滅することが明らかになった。

そのような情勢認識に基づき，時会では山中に立て看板を掲げるなどのギフチョウの保護活

動を開始した。事務局長によれば，基本的な方針として自然・環境・景観の保護を訴えること

はもちろんであったが，ギフチョウが住める里山は自分たちにとっても暮らしやすい環境であ

ることを理解してもらうこと，反対の「旗振りだけの自然保護Jは行わないことが確認されて

いた。

公民館主鋸による同年の地区文句祭ではギフチョウ保護の訴えが発表された。これを見た竜

丘小学校長から協力の申し出があり，以後，開発予定地域のヒメカンアオイ(幼虫の餌)の春

秋の移植が定例化し，現在では老人会・婦人会.PTAロータリークラブも参加するに至ってい

る。その後も生護学習課主催のギフチョウ講座への協力，竜王王公民館主催講座の「虫に学ぶ地

域環境講盛」への協力(，飛んで、いるギフチョウを見ょう」等の体験学習)にみられるように，

公民館事業との連携がなされているo

その後， 1989年にはギフチョウが飯田市の天然記念物に指定されたことなどに示されるよう

に，保護運動の公共性が認知され，さらにこの運動が提起した環境保全を優位におき，その中

で開発のありかたを考えるべきという理念は，その後の「環境文化都市」という飯関市の基本

理念にも反映されていった。また，竜丘地区においても「共生の丘づくり j としての地域づく

りの方向性を確立する上で大きな影響を与えた。

(2) 古墳を考える会

この会ができた直接のきっかけは， 1986年度に開催された「竜王主フォーラム」である8。下王子

隆司氏によると「この学習会は，公募と各種団体からの参加者を得て，地域の現状を学び，地

域の課題等について，幅広く自由に意見を出し合うもの」であり iよりよい地域づくりをめざ

した素材探しの学習会」であった。後述する「市民セミナーJ方式による学習実践の一形態と

考えてよいであろう o このフォーラムの中で地域開発によって古墳が危機にさらされていると

の問題提起があり，古墳を保存する運動が開始されることになった。「古墳の問題を通じて，新

しい地域づくりを探るふ「実践活動の中から古墳の保存と，古墳を活かす方策を考えるj とい

う方針の下に，公民館長が委員を委嘱し， 1988年に「古墳を考える会Jが仮発足した。

仮し，その淵源はさらに公民館民俗資料委員会に求められる o 1971・2年にかけて地域の開

発，住宅の更新が進展する中で，古くからの家財等が失われていくのに対し，それらを保存し

ようという取り組みが各公民館で開始された。竜丘では公民館文化部が2年担当し，それを民

俗資料委員会 (1973年)が引き継いだ。その時に集められた開き書きや録音テープ，写真は後

に『丘の語り部たち.J1 (絞・続々 も発刊)， w写真でみる竜丘』として出版されている。

1年間の準備的な学習を積み重ねた後に i古墳を考える会」 は1989年に正式発足した。基

本方針では，単に古墳の保存を行政に要望する組織ではなく，学習組織であること，その上で

「ただし，古墳の破壊が急速に進むならば，学習の中で明らかにされた課題を，地域住民および、

各種団体へ積極的に時題捷起し，常に意識の喚超に努めるj ことも確認されている 90
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間会では，学留会・見学会・調査に基づく「地域発見マップ」の作成と全戸商己付，カ、、イドブッ

ク「村のみちしるべJの発行などの取り組みを展開し，最近では古墳公園の提案を市に対し行っ

ている o

(3) 大人の学校

60歳以上の人遠からなる「卒業生のいない学校」である。 2001年現在， 126名の「生徒」が

おり，月 1回の学習と交流を積み重ねている。クラブも 15あり，月に 1-2閣の集まりを持っ

ている。学習内容については，班長が王子2剖集まって年間計画を立てている。健康・福祉に関

する講演，文イ七・芸能に関する鑑賞や見学，料理講習，スポーツ，遠足・修学旅行など多彩な

内容が企画されている。斑は 6人よりなり，全部で20班が組織されている。

「学校」という名称を選んだのは，それに伴う しきも意識されながらも，それでも「もう

一度勉強するのもいい」という思いからである。とはいうものの r勉強Jが目的というよりは，

「きびしい人をつくらないj，r主人公になれるように」という点に配慮した運営がなされている

こと，また参加者も r年鈴を意識せず前向きに生きていこう Jと思うようになったことを自己

評価としてあげていることからすれば，社会参加・自己実現の機会としての意義が大きい。

(4) 好友会

1994王子から地域に居生する中国からの帰国者や外題人の日本語学習や彼らとの交流を目的

に活動が開始された。具体的には日本語教室や料理交流会等が実擁されている。 2001年度から

は日本語教室新聞も発行されるようになり r情報交換や学び、の場としてたいへん好評で、あ

るjl0という。参加者は日本人を含めて 30名にのぽる。

基本的な視点は「地域住民として受け入れるj (公民館長)というものである。この視点には，

外国人であっても，共に竜f王の地域で、暮らす仲間であるという視点と r地域の中のこともやっ

てもらわないと」という 2つの視点があるが，いずれにも他の地域住民と区別する必要はない

という考えが基本に据えられているo 他方では，例えば「中富の方は倫理観，社会道徳につい

てきちっとしたものを持っておられる」ので教わることが多いという指摘に見られるように，

対等の交流の姿勢がとられていることも特徴であり r互いの生活習'震や考え方を学ぴ合う場」

であることが自覚されている。

(5) 竜丘市民大学

1979年に発足してから既に 20回を超えている。発足の経緯について，当時の公民館長の中悶

美稔氏は r地方の時代」が提唱される下で，公民館でも地域を見直す必要性が指摘され，その

事業化方法の模索のやで生み出されたものが市民大学であったと述べている 11 当時は既に飯

間市公民館の大学講鹿，天竜i峡夏期大学講座，農協の「ままさん大学j，信毎セミナーという「大

学」があったが，その中で竜丘市民大学は，みくまで竜丘に焦点をあてて内容が嬬成されてき

た。また 20回記念懇談会の記録によると， 1976年に新築された竜丘公民館が学習活動の拠点と

なり，新たな学習グループやサークルが数多く誕生したこと，および分館活動の自立化と活発

化によって，住民の学習意欲が高揚してきたことが市民大学成立の背景としてあげられている。

なお，飯田市では自由教育が離となって成践大学の支援により開始された天竜峡夏期大学の

取り組みが継続されている。 f天竜峡夏期大学40年誌』では，昭和 40年代の混迷・停滞を経て，

昭和 50年には「市民セミナ-jとのかかわりで夏期大学の方向性は r学びj・「郷土j，つまり

地域にねざした学習という方向に務理されつつあったこと，およびそのような夏期大学の総験

が，飯田市の市民大学や龍江の市民大学，下久擦の「ひきかた村塾」などとともに，竜丘市民



地域づくりと公民館 133 

大学にも反映したことを指摘している 12

第二節分館活動の特徴

以上の取り組みは地底館を拠点になされているが，分館ではサークル活動や運動会・文佑祭

などの交流活動に重きを置いた活動が展開されている。例えば，長野原集落では区民センター

(公民館)に文化部・体育部・広報部を設け，ハイキングやソフトバレー大会，区民セミナーや

文化祭などが開催されており，分舘独自の館報も年に3回発行されている o 館報ではそれらの

行事の報告とともに，グループ活動の紹介，転入家族の紹介など，住民同士の交流を意図した

鋪集がなされている。

長野原集落は，竜丘地区の中でも特に人口が急増した地区であり，現在約350戸のうち 7割

がいわゆる新住民であるという。 15年ほど前までは，新住民は受け入れてもらえず，集落の役

が鴎ることも少なかったというが，その後にはむしろ積極的に参加してもらうという方針がと

られ，各部長に若手の新伎民が競任することも少なくない。当時から始まった新住民と!日住民

の相互理解のための方策が，上記の公民館活動でもあったのであるが，それ以外にも，学習の

素材としての記録集『長野原と大井)11~の刊行，各種団体リーダー学習会(1979 年)，あるいは

婦人問題懇話会(1980年)なども開催されている 13。ここに明らかなように，共同性を維持・発

展させるためにはイベントのみならず，学び、あうことが不可欠だったのであり，そうした学習

を組織するための (16)住民の組織化もまた不可欠であった。その取り組みにあたった一人で

ある伊藤陽治氏は，当時の開題意識について次のように述懐している。「水の無いために，苦し

い生活を強いられてきた長野原区民じ現在水が自由になった長野原へ他地区からどんどん転

入してくる人たちとが，どう心を交え一緒になって楽しい長野原を作っていったらよいかJ140

このような開題意識に基づいて，上記の学習素材の作成，イベントによる交流が始まったので

あった。

分館活動は，公民館活動として自治会(底)の活動とは区別されている。しかし，公民館委

員は組長(区の下に組が組織されており，町内会の班に相当する)が兼任する場合もあるし，

組長と公民館委員が連続するように選出される場合もあるというように，生民の倶1からすると

区や組の諸活動のーっとして位置づけられているといってよい。逆に蓄えば，公民館は紐にま

で及ぶ総織網に支えられて成立しているともいえる。公民館による組織化が地域組織の末端に

まで及ぶことは，公民館活動と集落社会のありかたが切り離せないことをも意味しているo つ

まり，そのような関連があるが放に，集落の崩壊は直ちに公民館活動の危機をも意味するので

あり，また集落単位の地域課題は公民館実践の課題にも反映されることになる o ここでは，そ

のような意味で，学習実践の基盤に集落の共同性が存在したことを確認しておこう。集落の共

同性を維持するという点では，より以前に農業構造の変化が地域課題になった時期にも，長野

原では独自の対応、がみられている。すなわち， 1961年から 69年まで，行われていた共同炊事で

あるが15 これは兼業化した男性に代わって，女性たちが農作業を共同で行うようになったこと

に対応して炊事を協働で、行ったものである。集落の共舟性が，こうした相互扶助機能を発揮す

る基盤に存在したこととともに，このような協働によって共同性が維持された側面も見逃せな

し、。
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第一節公民鰭実践の背景
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本意では以上の事例を念頭に置きながら，主に 1970年代以後の公民館実践の展開論理につい

て検討する。予め社会的背景とも関わるいくつかの特徴を確認しておくと，第一に， 1970年代

l土地域の変貌期であり，地域開発の進展と生活構造の急変によって，地域のあり方を問い返さ

ざるを得ない時期であった。労働力の流出，農業構造の変化という点での地域の変貌はむしろ

1960年代に顕著で、あったが， 70年代には「農村地域工業導入促進法J (1971年)などに見られ

るような地方都市への工場進出や高速道路整備などの公共投資によって，地方都市での開発が

進められていた。開発と地域の変貌に夜間して公民館実践のありかたが聞い直されるという点

では， 1960年代に都市化や工場誘致が進展した枚方などの都市社会教育の先行経験と共通性が

あったと替える。

但し，第二に，竜f乏の場合には，その問い返しは3つの国有の条件の上に進められた。一点

目は集落(共同体)の維持・発展という共通の問題意識が，地域のあり方を問い返すノfネになっ

たことである。この点に関しては iむらづくり」と公民館実践が不可分のものとして麗関して

きた態史も無規できない。二点目は戦前からのリベラルな学習経験の蓄積である。この点が学

潔の価値の実践的な理解に及ぽす影響は軽視できない。三点目は，公民館実践の蓄積である。

戦後，一貫して維持されてきた公民館体制はもちろん， 1976年の公民館建て替え後に急、増した

グループやサークルの存在に示される住民の文佑・学習要求の高まりもこれに含まれる。とり

わけ，後者にかかわって，学習実践の新たな広がりの中で公民館が果たすべき役割，市民大学

などの学習組織の位置づけなどの解明が求められていたと蓄える。

第二節住民運動と公民館実践

飯田昆虫友の会と古墳を考える会は， ともに地域の環境を保全し，地域づくりのありかたを

考える住民運動閤体と考えてよい。両者の差異と共通性を再度確認しておこれまず，共通性

をみると，第一に，両者ともに学習を中心的な課題とした運動である。識査・観察，専門家を

招いた学習会，全国的な情報交換といった多彩な学習実践を組織することによって，運動の課

題や方法が明確にされてきた。第二に，そうした学習を通して明らかになった地域の「文化財」

の価値を i学習教材」を作成することを通して住民に伝える努力がなされている。最近では『丘

のみちしるべ』が「ふるさと教材」として公民館より刊行され (2001年)，全戸に配布された。

これは，歴史・環境・人物・企業・施設などを紹介したもので，総頁は 100真を超える。これ

らの「教材Jは小学校はもとより，公民館の講座等においても活用されている。第三に，この

ことに示されるように，これらの運動と学習は学校教育と公民館実践の両者を結ぶ役割を担っ

ていることがあるo 教材づくりにおいても，学校の教員が編集委員として参加しているが，教

員の組織化は，地域の「文化財j を倍承していく機能は，これらの運動の側にあり，そこに学

校が参加することが必要で、あるとの理解に基づいている。第四に，そのような取り組みは，公

民館を拠点にして見学会や講演会などの多様な学習を組織する経験に支えられていることがあ

るo 公民館実践を通して教育主体が形成され，その教育主体が学校教育との連携を可能にして

いると言ってよい。第五に，地域環境の保全から，さらに地域発壌のありかたへと問題意識を

発展させ i共生の丘づくり Jや「古墳公濁」の提案にみられるように，今後の地域づくりの基
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本的な理念を提起したことがある。第六に，保全を訴える過程では，地権者の理解を容易には

得られないという場面に両者ともに出会っている。地域の環境や文化財としての公共的な価値

を主張しても，私権を制限するような方針が直ちに理解されないのはむしろ当然のことでもあ

る。その場面で，両者はともに，調主主・学習を深め，変貌する地域の暮らしゃ失われつつある

ものの価値，地域の中で怯承していくことの価値など，より普遍的な問題提起を行うことによっ

て，共感と理解の輸を広げている。

両者の差異は，昆虫友の会が特定の有志、の集まりであり，その運動は開発計画にどう対応す

るのか， という地域開発政策との関係の下で展開されたのに対し，古墳を考える会は地域の文

化財を保存・怯承する公民館実践が基盤にあり，さらに「竜丘フォ…ラムJ という学習実践に

よって成立したという点にあるo 前者は，開発政策にどう対処するかという実践的関心から

習が展開し，さらにその学習が公民館実践に反映されていくのであるが，後者では，当初から

学習運動としての性格が自覚されていた。その意味では，公民館内部での学習実践が，公民舘

の外の地域に展開し，保存や公間づくりという実践を組織しつつ学習実践をさらに発援させて

いった事例と言える。

このような差異がありつつも，両者ともに学習の組織イむを重点的な課題に設定することで，

公民館との接点を上記のように拡大していったのであるが，それは運動課題が必ずしも行政批

判や開発租止に置かれていたのではないこと，学習内容がギフチョウや古墳という「文化財j

そのもの，さらにはそれとのかかわりにおける地域の暮らしに霞かれていたからでもある。こ

のような条件の下ではあれ，ここに見られるのは，公民館実践が住民運動の基盤や契機になり，

また住民運動が学習運動としての性格を強めることにより，それが公民館実践に反映されると

いう関連構造である。そのような関連構造を形成できた要国は公民館実践の側にも求める必要

がある。次にこの点を検討してみよう。

第三節 「地域的教聾」学醤

1970年代以後に，電丘公民館において組織されてきた学習実践は，端的に「地域的教養」学

習であったと言える。前節までにみたキ、フチョウ・古墳などの地域環境学習・歴史学習は，地

域の歴史，自然，社会に焦点を当てて地域のありかたとそこでの暮らしの在り方を間い直す実

践である。あるいは，竜丘市民大学の設立は，公民館は「地方の時代」にどのように対応すべ

きかという問題意識から出発し，地域課題を発見することをめざして地域に目を向けたもので

あり，講演会形式が中心ではあるものの，一般的な教養学習とは異なる内容が編成されてい

る16 今日ではギフチョウや古墳といった豊富な内容を伴って，地域の共通で、共有の文化が学ば

れているのであり，そうした学習内容を，ここでは「地域的教養」と呼んで、おきたい。勝国守

一・ランジュヴァンによれば，教養とは，専門が人を分かつものであるのに対し，人と人を結

ぴつける共通・共有の文句を意味する。ここでいう「地域的教養」は主主丘という地域の住民を

結びつける文イむを意味している。その内容を研究し，嬬成し，学習し，怯える取り組みを行う

場として，公民館の役割が理解されているといってよい。

このような教養学習の意義は，第一に，地域社会の中で優先されるべきもの，守るべきもの

を明確にすることがある。学習によって，開発行為に対する吟味や地域づくりの方向を考える

場合の座標軸を，住民自らが持つことが可能になった(例えば，後述する Fやらまいか竜丘』

の住民アンケ…トでもギフチョウの保護や環境保全が重視されている)。
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第二に，そのことは共有される価値が明確になることを意味している。地域環境学習の意義

について，松下重雄氏は次のように指摘している。「それぞれが独自な活動ではあるが共通した

危機感や棋点をもって取り組まれたことであった。そして住民が主体となった自主的な自分た

ちの足元にじっくり目を落とした活動であったことも共通している。さらに学習や実践を通じ

て広く地域に共有の価値観のようなものを呼び掛け，最後にはそれぞれが独自に活動するので

はなく一体になって住みよい地域づくりの模索と提案を打っているfにこの指摘は「地域の急

激な様変わり J (松下氏)という「共通の危機」が客観的に進行するもとで，特定の価値意識に

碁づく組織化ではなく[""自分たちの足元Jを見つめる と実践によって，共有しうる新たな

価値観を形成していったことを意味している。既述のように，運動の過程では地権者との意見

の対立もあったのであるが，開発か保護かという対立国式ではなく，ギフチョウも古墳も

丘がずっと古くから住みやすいところだった証であり，このすばらしい環境を次世代に繋ごう

との合言葉J18によって「共生・共存」の方向を共に探る実践が展開されたと松下氏は総括して

いる。この過程は，さらに教育自治の主体形成過程としても総括可能である。この点は次節で

言及することとし，ここではさらにもう一点の意義を指摘しておこう。

第三に，地域的教養学習は教養学習であるがゆえに学校教育との内容的な連携が可能になっ

たことがある。先の松下氏の総括にもあったように[""次世代に繋じことが地域全体で意識さ

れたときに，学校教育が射程に入ることは当然といえる o ここで留意すべきは，学校教育と公

民盤との連携が，公民館実践の側から提起されていることである。ギフチョウ保護活動をはじ

め公民館実践で1)ーダーとして活躍する塩樺義男氏は，地域的な文化怯承の機能は今gの学校

には期待できないため，むしろ公民館が積極的にその役割を担わなければならないと主張する。

これまでに紹介した公民館実践の帰結として，このような理解が生まれている。

第四に[""地域的教養」学習という枠組みの中で，公民館実践の相互の関連が形成されたこと

がある。古墳の見学会の参加者には新住民が多いというが，長野原集落の場合もそうであった

ように，地域の環境や歴史を学ぶことによる新旧住民の交流が歯られていること，あるいは「大

人の学校」の学習内容の一部(例えば「ふるさと学習J)にも，地域的教養学習の成巣が反映さ

れている。さらに竜丘市民大学は竜丘の文化・醸史などを相対化して理解する機会となってい

る。このようにみれば，住民同士の出会いの機会，交流と共感を深める学習，専門的・全国的

な視点から地域の価値を評価する学習機会が，相互に支え合いながら有機的に編成されている

ことがわかる。学習実践の相互の関連が見られるという意味では[""学習の構造化」がなされて

いると言ってもよいであろう。

第四節教育自治の可能性

(1) 教育主体の可能性

以上のような地域的教養の形成過程は，その学習の組織主体すなわち教育主体の形成過程で

もある。公民館の講漆等の学欝において，このような運動の組織主体が協働で学習内容を編成

することに加えて，学校教育の内容についても提案できることに，それは端的に示されている。

また，その際の教育的組織化の論理についても，これらの教養学習の組織化の経験から得ら

れたものが大きい。「大人の学校」は住民自身が学習を組織し，教育の主体が形成される実践で

もあるが，そのリーダーの一人でもある塩津義男氏は[""大人の学校」の組織にあたり，次のよ

うな原則を提示している。「仲間のことをまず先にやる。仲間の中に自分があるJ，[""自由は不自
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由の上に成り立っているJ，r二足でも三足でも主主鞍を履く J，r人より半歩先にいる気持ちJ，r自

をその人の言語さに合わせるJ，r行き着くところを決めておいて事を始めるJ等々がそれである。

氏自身による「社会教育は先生がいていないようなもの。その中でも先に立たねばならない人

がいる。しかし，一歩先に行くと誰もついてこない。みんな自分というものを持っているJ，に

もかかわらず「先立つ人は行き着く先を頭の中にいれて動く」ことが必要で、あるという説明は

含蓄に窟んでいる。「大人の学習jにおける教育組識者は，学習者の主体性を尊重しつつ，その

援助の方法を常に先(教育目標)を見ながら模索せねばならないとの論理を，これらから読み

とることが可能で、ある。

このような教育主体論・教育組織論は，塩津氏の受けた戦後新教育の経験と長年の公民館実

践の総括によって形成されている。先にも したように「大人の学校と小学校の合体を試み

ている」という展望も自覚的に語られるに至っているが，それは社会教育の側から学校教育を

包摂する一つの可能性と竜丘における教育自治の可能性を示すものであると雷ってよいであろ

つ。

(2) 地域づくりの論理

共同性の維持・発展志向が学習組織化の一契機であることは先に指摘したが，逆に，学習の

級織化を共同牲を維持する条件とすることによって，共同性は「関かれた共同性」へと発展し

ている o 新住民(外国人を含めて)も含めて，価値観の異なる人々を排除するのではなく，共

に学びあうことで新たな地域社会像を協働で創造していく条件を拡大しているからである r知

りあい・ふれあい・学びあい」が竜丘公民館のスローカホンであるが，前二者に留まらず「学び

あい」が強調される点が，こうした開放性を保障している。さらには，そうした学習を組織で

きる教育主体が形成されていることが，開放性の保障であるといってもよい。「大人の学校」の

急速な発展もこのような条件に基づいている。

開時に，こうした柔軟な対応は，地域社会において「守るべきものJ，あるいは共有される価

値が明確に意識されているからこそ可能となっている。共同性の維持といっても，今日ではそ

れは共同体の規範や伝統を維持することではなく r地域的教義」学習によって見出された自

然・文化を継承することであり，それらと関わる生活の共通の価値を確認することである。あ

るいは先に引用した長野原の事例に郎せば，地域を築き上げてきた協働の経験を伝えることも

含まれる。これらは，これからの地域づくりにおいて共通の出発点となるべき財産を共有する

ことを意味している。

したがって，そこから生ずるのは新たな協同であり，さらには協働であろう。こうした協同

性の発展の論理を含み込むことによって，共同性は関かれた共向性となりうるし，より厳密に

は教育自治に支えられることによって，協同性の発展が関かれた共向性に結び、つくことも可能

になっている 19

第四重量 地域づくり実践の挫折の意味するもの

第一節 地域づくり実践の展開

以上の可能性がありながらも，地区基本計調づくりの挫折は，竜丘の公民館実践の限界と課

題をも現わしているように思われる。

飯田市全体で提起された「ムトス」地減づくりプロジェクトを受け， 1989年から竜丘地区基
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本計画の策定が開始される。計画策定の背後にあった問題意識はやはり開発問題であった。開

発の波が押し寄せる中でう守り発展させるべきものは何かが逆に関われ，自立的な発展計画を

策定することが求められたと言える。主たる策定組織として，各地区ごとの地震協議会，一般

公募による「むとす竜丘委員会J (以下，むとす委員会と略記)が組織された。 91年には更に，

関係団体異，有識者等からなる専門部会が発足した。

むとす委員会の中心メンバーは公民館実践や先に見た住民運動の担い手たちであり，客観的

にはこれまで見てきた学習・教育実践と地域づくり実践との統一が課題となった局面が，この

計画づくりであった。しかし，その後の推移をみると必ずしもそれは成功していない。

地区協議会の中間まとめは 91年に提出され， 92年には専門部会の中間報告が提出されたが，

最終的には 95年に中間報告が提出された段踏で計画づくりは中断している。この時点での中断

理由については「竜丘のいいところを組織しながらというむとす委員会と，開発(インフラ整

備)そのものを考える自治会との意見の差」という見解があげられている 20 この点については

後述する。この他にも， 92年に素案作成がむとす委員会に一任された過程では「各地区の横の

関係や各専門部会の共通問題等の整会性を図る」ことの閤難きや「地区の偏りや利害，エゴと

いったものを超えた立場で、長期的な視野」をもつことの必要性が指摘されておりへそうした問

題解決の困難きもー閣であったように思われる。

この計画づくりが持った意味は，なによりも今後も引き続き開発が予想される竜丘地域にお

いて，住民の慨が地域の将来構想、を持つことによって，開発における主体性を確保することに

あった。挫折したとはいえ，中間答申をまとめることによって，むとす委員会参加者の簡では

保全と開発に関する見解の整理をすることができ，それが今日のエコバレー構懇22などにも皮

映している。

挫折した最大の理由は，既述のように自治会とむとす委員会の関係の調整が不調に終わった

ことにある。当初は自治会の1sUも，若くて熱意のある人に任せることを重視し，むとす委員会

と自治会との両輪で計画づくりが始まったのであるが，各集落ごとの自治会(区)で守虫自の計

画が策定された後，むとす委員会でその調繋と全体計闘を立案する段階で，一部の集落を対象

にした開発計画が市によって策定されるといっ事態が生じた。全体構想、では，当該地域は環境

保全を優先する地域であったにもかかわらず，そうした議論を経ることも，会体計画との調整

もなしに，開発実行計画が策定されたことで，むとす委員会は機能を停止してしまった。この

ような事態は計画策定の意義そのものを否定するものであったし，個別の集落の利害と全体構

想との差異や対立を調整する困難さを際だたせるものであった。また開発と保全，全体の利害

と地権者・当該集落の部分利害との対立も顕著に示されたと言える。

第ニ節 rむとすJの挫折の意味するもの

この事態については，多面的な総括が必要で、あるが，ここでは小論の文脈に却して次の3点

を指摘しておきたい。

第一に，むとす委員会と自治会との歩調の差異は，調査・研究を含む学習を組織しつつ計画

策定を割っていこうとする前者と，積年の行政要求をとりまとめ，実現しようとする後者の地

域づくりに対する考え方の差異であったとすると，生活課題・地区課題を実現する論理と，学

習と実践を統一する論理とが地域内において分離していたことを意味する。むとす委員会は公

民館組織ではないが，公民館実践も地域づくりに対しては共通した立場に立つことからすると，
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このことは公民館実践の論理と自治会の論理が依黙として分離しており，両者を統一するには

困難が伴うことを意味している。

第二に，自治会に郎してみれば，これまでに見たような公民館実践の論理は自治の論理とし

て内在化されていない。自治会を組織化し，地域の要求を実現する場合に，公民舘実践の論理

は必要とは思われていないし，有効性も認識されていないのではなかろうか。

こうした点については，さらに確認が必要で、あるが，地域内の文化・学習・体育の扱い手と

して公民館は必要で、も，対行政の要求実現活動において公民館の必要性は考えられていないよ

うに思われる。自治会における民主主義のありかたと，この点は密接に関わっている。

第五に，公民館側に即して言えば 2つの開題がある。その一つは，先に指摘ように，現段

階の公民館は「地域的教養」学習に基づいて，地域の協同性を再構築し，新たな共珂体を形成

する可能性をもっているのであるが，ギフチョウや古墳は，竜f乏の自然・文化を象徴するもの

であっても，意丘に思有の生産や生活の論理までも象徴するものではない。「地域的教養」は開

発に抗しうる教養ではあっても，新たな地域創造を可能にする教養はまた別のものであったと

ってもよい。地域的とは言え，地域の総体からみれば抽象的・部分的で、もある自然や文化の

学習は，外部からの開発に対しては抗しえても，それだけでは内部の対立を理解しあう鍵には

ならないからである。例えば，後継者のいない農家が多い地区では，環境保全よりも開発への

期待が高まることは必然的であるが，そのょっな背景を考えれば，竜丘に即した農業問題の理

解，後継者確保に向けた地域的課題，高齢化への地域的対応などの多面的な議論が必要になる。

対立を超えて理解しあつことは，対立の背後にある矛盾の総体的な把握を欠いては不可能であ

ろう。

地域社会の創造のためには，エゴや集落問の対立を乗り越えねばならないことは勿論である

が，単にそれに留まらず，そうした対立や矛盾こそが創造のパネになるという意味で，それは

焦点をなす。このような対立や矛盾の本質を理解し，解決の課題を検討することは，今日でも

地域課題学習として必要で、あろう。むとす委員会はそうした新たな地域課題学習を組織する可

能性を持っていたが，それを実現する前に解散してしまった。地域の中で，ここに述べたよう

な地域課題学習を組織する機関となることが公民館への客観的な要請となっている。

もう一つは，分館レベルでそうした公民館実践が展開される必要があることである。竜fまで

は多くのグループ・サークルは分館を利用している。地区館としての主主丘公民館では市民大学

や大人の学校，専門委員会の諸活動がなされている。このことは分館，つまり集落レベルでは，

公民館はまさに文化活動の拠点として理解される実態があることを意味している。そして，そ

のことは，これまでにもみてきたよフに，出会いと交流の機会をつくるという意味で国有の役

割を担っているのであるが，ひとたび，ここで述べたような意味で，集落レベルで独自の地域

諜題を検討しようとすれば，分館はそのような機能を招いうる場としては理解されがたいであ

ろう。しかし，現代的な地域課題学習は分舘単位で展開されなければ i自治」あるいは行政活

動の拠点としての自治会の側での公民館理解が変化することは考えにくい。分館が地域諜題学

習を組織する教育機関として集落内において独自の地位を得ることが，一つ目に指摘した諜題

を達成する条件でもあるように思われる。

以上の諸課題が，むとす委員会の挫折において顕在化したと言えるのであるが，このように

みれば i地域的教養」学習の内容，あるいはそうした学習を基軸に形成されてきた公民館実践

の構造の限界とさらなる発展の課題を検討することが必要で、ある。
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第五章学習内容繍成の論理

第一節 電丘における r市民セミナー」の受容と展開

本章においては，竜丘における地域づくり，あるいは公民館と地域づくり実践との関連の理

解が形成されてきた背景について検討する。地域づくりと公民館実践の関係をどう理解するか

は，実は竜丘公民館あるいは飯田市の社会教育にとって， した実践課題であった。飯図市

の社会教育において，そのことが自覚的に開われ，実践方向の転機となったのは， 1973年に提

起された「市民セミナ-J方式である。

主事会では 1960年代末から研究討議を重ね，住民の生活が変貌し，要求も多操化してくる中

で，従来の行事中心・団体依存・マンネリ佑した学級形式の公民舘活動を見直し，主体的な学

習論の必要性を確認していた。 1972年に松津市長が誕生したことを契機に，翌73年から「飯田

を考えるJ をテーマにした「市民セミナーJが開催されることになる。この構想の特徴は次の

点にあった。第一に，市民の自主性・自発性に依拠した「町づくりのためのセミナーJである

こと，第二に，地域課題学習が中心に据えられたこと，第三に，運営委員会が設けられ，職員

のみならず，公民館利用者，地域の各種団体が参加し内容編成にあたること，第四に地区セミ

ナーと中央セミナーの二層構造をとり， A-Dの4ブロックが連絡・調整機能を発捕すること
が期待されたことである 230

電丘においては他地区から 1年遅れた 1974年に「水資掘と環境浄化」のテーマの下に開始さ

れるが，定着するには宝らず， 1978年には見直しがなされ，テーマは健康問題に変更された。

以後，定義への努力がなされたが， 1983年には「地域づくりセミナーJ，1986年には「竜王主フォー

ラム」へと展開していった。

健康問題を主題にした「市民セミナ-Jは，保健婦と連携した健康学習の組織化を意図した

ものであった。毘師による講演のみならず，住民一人一人の「健康カーれを作成した上で，

毎月の血任測定，健康食に関する料理講習等が実施された。地区公民館で開始されたこの実践

は分館にまで広がり，結果的には竜丘地区全体で、健康への関心を高めることに成功し，毎月の

血庄測定に関心をもっ人も生まれたという o

この取り組みについては，保健行政の謄代わりをする必要はないという否定的な評価も一部

にはあったものの，従来の学習方法とは異なり，具体的な実践課題と平行した学資であったこ

とが肯定的に評価されたという。当時の公民館長の中沼英稔氏は，この取り組みについて「昭

和 30年代の取り組みをより広く，深くしたもので，連綿として続く地域課題解決の流れの中に

あったJ と言w1iffiしている。

したがって，この実践の評価にあたっては，第一に，それまでの竜丘の公民館実践の流れの

中での位置付けを明確にすること，第二に，その後の公民館実践，とりわけ「竜丘フォーラムJ

以後の実践との関連でもった意義を明らかにすることがまず必要で、あろう。第一の点について

は，項を改めて検討することとし，第二の点について述べておこう。

この実践は先に紹介したように，従来とは異なる学習方法であった点が笑践の中で自己了解

されている。いわば「承り学習」ではなく，自らの生活の中の具体的な課題解決の取り組みと

の関連で学習が組織された点に新しさが見出されている (r今まで有識者からお話を聞くことは

あったが，何をどうしたらいいのかを平行しながら勉強する事が出来たJ 中間氏)。と同時に，

そのような学習を組織する閤難きも明らかになっている O 中田氏は，当時，長野原地区婦人会
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に直接，指導に入っていた玉井袈裟男氏の実践24について r教えていただくという意識が強

かった中で，それをうち崩したのは玉井先生で，女性は当初戸惑っていたが，だんだん慣れて

くると自分の考え方を話したり，どうして実践しょうかと考えるようになったJ という成来を

もたらしたという。しかし，他方では「玉井先生の考え方をもとにして，公民舘事業を計画す

るにはどうすればいいか難しかったJ とも述べているo 玉井氏の実践理論と「市民セミナー」

構想は必ずしも同一で、はないが，問題解決学習を出発点に寵くという点では共通している。中

弱氏のこの指摘は r市民セミナー」についても，その意義は認めつつも，公民館実践として展

開する関難さを述べたものとも替える。そして，それは既述のょっに，一般行政の屑代わりで

はないのか， という他方からの批判jの中での菌難きであった。

したがって，一方でh新たな学習方法の意義が確認されながらも，他方でFそれを公民館実践に

させる関難さも自覚されたのが，この当時の状況であったょっに思われる。しかし中田氏

は，その中でも「公民館的発想、は芽生えてきた。流れの中で、逐次育ってきていたJ と振り返っ

ている。学習者の主体性に着目することが，これらの実践を経て可能になり，それがこの後の

実践に引き継がれていったように思われる。

しかしながら，竜丘の市民セミナーは水問題や健康問題のように，地域の共通課題を取り上

げてはいるが，必ずしも，住民間で科書が対立する問題ではなしむしろ誰でも共感しうる課

題が設定されている。飯田市全体での当時の総括では「利害に関わる問題に絞り組むことが大

切J，r本音が出しあえるような雰囲気をつくるJ，r生活課題，地域課題が郎セミナ…の学習課

題にはならないことを心得ておくこと」が挙げられていることと対比すると，竜丘の実践は必

ずしもそうした課題に応えるものではなかった。むしろ，地域課題に対する竜丘独自の理解が

ここに見られるとすると，その理由をさらに検討せねばならない。この点は第三節で検討する

こととし，次節では「連綿として続く地域課題解決の流れJ としての「市民セミナーJの前史

について確認しおきたい。

(補注)

なお市民セミナー」方式に伴う凶難をどのように解決するかは，もっぱら公民館主事のカ震に委ねられた。

換言すれば市民セミナー」構想、の呉体化にあたって生じる地域ごとの問題を共有し解決する主事集団のカ遼

が関われたのであるが，そのような集団的な対応は全市的にはとられないままに(公民館大会は継続的に開催

されているが，その内容が問題となる)，各地区公民館の主事の対応に委ねられた。各地区ごとの「市民セミナ-J

取り組みの進捗や性格の差異の一国はこの点にあるように忍われる。言うまでもなく，問題解決学習と系統学

習，さらに地域づくりを統一的に把援し，公民館実践として地域の笑惰に応じて具体的に展開することは容易

にできることではないし，新任の職員だけでなしうることでもない。とりわけ飯間市のように各地区ごとの公

民館笑践の歴史的蓄積がある場合には，その歴史をふまえずに実践を展開し根付かせることは悶難であろう。

この点、では，当時の職員配澄や織員集Bllの問題が検討されねばならないし，さらに分館レベルまでおりた主事

集団の形成や主事の力量形成の保障体需IJが荷量霊とされねばならなかったように思われる。

この点について飯間前公民館活動史』には次のような総務が掲載されている。第一に，セミナーの課題決

定には準備委員会があたったが公民館ではこの決定までの過緩を重視し，住民主体の課題になるように配慮

した。しかし，このような教脊的かかわりは何といっても職員のカ最によるところが大きし笑際の現場では

何度も頓挫することが多かった」。第二に，学習内容編成の方法が変化した。「学級生と一緒に研究をしながら

すすめる」方法や「学級生からだされた問題をそのままテー?にするのではなし全員で話し合いながらテー
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?としてまとめていくという方法」が，一般の学級でも採用されテーマ設定までの過程を重視するJように

なった，第三に，市災大学言語擦の必要性が自覚され，第四に，地域の毘体やー専門家集団と公民館との連携の必

要性，第五に地域における社会教脊のまま本構想」としての社会教育計画が必要で、あり，その計溺づくり自体

が重聖書な学習の場である。この総括に見られるように，設さき職員には，学習内容の編成，学習方法の関拓，条

件整備を含む計磁fむという総合的で創造的な教育実践のカ蚤が求められていたと蓄える o 但し，市民セミナー

の実践自体は必ずしも十全には展隠しなかったものの，この総括では藤潤貞彦氏や小林文人氏が指掃し，笑践

的にも，例えば三多摩地域でも確認された地域社会教育実践の基本的な課題が確認されている。その意味にお

いても，市民セミナーは飯回市の社会教脊の画期をなすものであったことは確認しておかねばならない。

第二節 地域課題学習の展開と r地域的教養J学習

地域課題を学習の課題として取り上げたのは，市民セミナーが初めてではない。もちろん，

運動会や「ナトコ」映画のような取り組みもあったものの， (社会)産業部では農作業に関わる

技術講習(農事研究・畜産振興等)や生活改善運動・新生活運動といった生活の「合理化」に

かかわる学習と実践の中心的な機関が公民館であった。とりわけ分結ではそうした性格が濃厚

であった。生産や生活に密着した課題を取り上げていたこともあって，公民館主事と住民との

一体性も強しその点において(教育行政としてではなく)行政内の他部局とは性格の異なる

ものとして理解されていた。

このような公民館は「行事型公民館」と後に呼ばれるようになるが，昭和30年代 (1950年代

半ば)に入るまで，竜丘公民館もこのような性格を持っていた。このように共同体と一体化し

た公民舘が，他方で政策的に進められた民主化・公民教育の受け皿になっていたと寄ってよい。

しかし， 1960年代すなわち日本経済の高慶成長期に入ると共に，農業・農村の変貌が始まり，

竜f王もその例外ではなかった。「農業に対する魅力が年とともに薄れていく J (中限氏)状況の

中で，工場進出と兼業化が進み r現金収入Jが住民の日常的な関心になっていった25。他方で

は，農協の合併と近代化(官僚機構としての整備)が進み，産業・生活関連の講習も農協が組

織するようになり，そのような変化の下では18来型の公民館活動は成立しなくなっていた。行

事参加者の減少，地域組織の弱体化といった傾向が顕著になる中で，従来型の「行事中心型公

民館」の行き詰まりも明らかになり，地域の中での公民館の役割を改めて問うことが必要な局

面になっていた。

当時の舘報に現れるのは「行事中心型公民館から学習中心型公民舘へ」という公民館像の転

換論である。しかし，館報を見る限りでは r学習中心型公民館」のイメージを具体イちすること

は容易で、はなかったらしい。例えば，婦人学級や青年学級をより地域に密着させることが必要

であるとの問題意識から「地域学級J (1959年)が提起されたが，当時の関係者によると実態の

変化はそれほどなかったという。 1961年の天竜川氾濫による r36災害」以後においては小集団

学習・調査学習・生産学習が強調されているが，実態としては新生活運動における調査と生活

合理化への取り組みの経験の上に，新たなイメージが模索されていたと言ってよいであろう。

館報では 1965年前後には毎年，同様の公民館活動方針が掲示されているが，実際の取り組みの

成果の報告はなしまたその総括に立った方針の発展も見られなかった260

(補注)

この点に関しては，分館の組織・財政の自立性の確保が地区館よりも遅れたことにも留意せねばならない。
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飯罰市への合併後は，地区館に対して館費が干おから支出されたが，分官官の活動資は区費によって賄われていた。

分館長は区長と兼任，あるいは区会議員で公民館役員を選出し互選で分台富長を選出という形態が1970年代まで

緩いた(1979年に分館費の財源の自立化が実現した)。地底官官は自治会から自立していても，分銭は従来どおり

に区と一体化しているという事態が学望書中心恕公民館」の模索と展開を密葬監にさせた一因であったように忍

われる。「学習中心型公民館」への模索の中で、分館が重筏されたのも，分館の教育機関としての自立化が課題と

なっていたことの裏返しであろう。

以上のように昭和40年代における「学習中心型公民館」の模索は，生産・生活実践をすすめ

るための手段としての学習から，学習実践の罰有の価値を見出す努力の過程であり，さらにそ

うした崩有で独自の価値を踏まえて，再び地域(づくり)に迫る方法を模索することでもあっ

た。あるいは共肉体の生産・生活機能と一体化した行事から， と教育が自立してくる過程

であったといってもよい。「市民セミナー」方式の提起は，このような模索の過程においてなさ

れたのであった。

第三節 公民館の自立性・中立性をめぐって

(1) ，-中立論」の背景

「地域的教養」といった場合に，生産や政治に関する問題が含まれていないことには理由があ

る。公民館は政治活動や経済活動から「自立Jすべきとの理解がその背景にあるのであるが，

こうした理解は竜丘のみならず飯田市において一般化している。調査に協力して環いた方々か

らも「宗教も含めた思想、信条に関わる問題や営利に関わる問題は，公民館に持ち込んではいけ

ないといわれてきたJ，，-社会教育とはそういうものと教わった」との声が聞かれたが，これら

は竜丘地区で継承されてきた公民舘理解を表すものであろう。

このような理解の背景には，社会教育法第23条(公民館の運営方針)や鹿止された青年学級

振興法第 11条(禁止行為)，当時の文部省の通達(政治的中立性)が存在することも事実であ

るが，竜丘の場合は更に，戦前来の実践的経験に支えられて，そのよ 7な理解が定着している。

すなわち，戦前の郡青年団の自主化運動において，民主化後の青年間のありかたをめぐって

政治的(左翼的)主張を強めるグループがある一方で、，竜丘村青年会はそのような方向を批判

し，文学・情操教育に重点をおいた独自の方向を選択した27。先に紹介した大正自由教育に端を

発した児童画や童謡指導，短歌サークルなどが，学校教員と青年会が一体となって展開された

のであるが，この当時から既に，穏健で、中立的な活動を尊ぶといっ活動方針が竜丘の特徴となっ

ていたと言われている，-文化の竜丘Jの評価には，こうした側面も含まれている。

さらに戦後においては，組合立中学校の建設にあたって，建設場所をめぐって集落問の利害

が対立したことをはじめ，その後も飯田市との合併や水路・バイパス建設等で集落聞の対立が

引き起こされる問題が連続した28 このよフな地区内での対立に夜函して公民館は中立的な立

場をとり，さき該問題に関する学習と話し合いの場を提供することに徹してきた。例えば，中学

校のあるべき姿や，政策提起のねらいと地匿にとっての最善の選択は何か， といった開題が公

民館の学習活動の中で取り上げられ，そこから研究会を組織する，村長・村会議員を交えた話

し合いを積み重ねるなどの対応、も生まれたといっ 290中限氏は，こ 7した経験を通して，一つに

は学習活動の重要性が，-最初に反対ありきではなくて，話し合いの中でよく理解した上で政治

活動に対処したほうがよいJという教訓として理解されたという。「大きな課題に地域住民が関
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わりながら(公民館活動が)行われてきたことが，後々，大きな収穫になったJ と中田氏は振

り返っている。

もう一つは，地域社会の中で中立の立場が持つ意義である。一般行政の(開発)計画とかか

わる問題も取り上げられたことから，行政側からは「旗掠りは行政の屑をもってやってくれJ

と釘をさされたのに対し，公民館側では「行政一辺倒だとまずい」と，そうした牽制に向調し

なかったという(中田氏)。ここには二つの要因が働いているように思われる。第一は，村や市

といった権力的統治機構に対し，集落・共同体が日常的で実質的な自治の単柱として機能して

いるという状況において，公民館は既述のように，他の一般行政組織とは異なり，集落により

近い組織として理解されていたという事情である。このような中間的な立場にある公民館が「行

政一辺倒~J の立場をとることは，その存立構造からして関難であった。第ニは，教育機関とし

ての自立性である。但し，この点は r行事的公民館」と言われた当時においては，教育(的価

値)そのものの理解に支えられていたとは蓄えないように思われる。むしろ，それは先にみた

ような利害対立の中で，中立の立場から相互の話し合いと を組織するという取り組みの意

義の理解に支えられていたのであろう r学習することの価値」の自覚に支えられていたとも言

つことカfで、きょっ。

(2) r中立論」の論理

以上のような「中立性」理解が合流し，利害対立にかかわるような問題は公民館でとりあげ

るべきではないという今日の「中立性」理解が形成されているのであるが，以上の簡単な検討

によっても，竜丘の実践の中で理解されてきた「中立f空」論には，いくつかの側面があったと

える。その論理を再度務理しておこう。第一は大正期以来の自由主義的中立論である。竜丘

の中農的な経済的社会的条件が自由主義的対応を支え，蕗業的農業の先進的展開とも相侯って，

竜丘地域の進歩性を生み出していたと言えるoそれは反権力性とともに反左翼性，あるいは「全

体主義」批判という性格をも含んでいたように思われるo

第二は，自治の単位が碍輔され，共同体と自治体・毘家(統治機構)が分離し対立していく

中での共同体の自立性に支えられた中立論である o この論理も反権力牲を支える可能性がある

が，開時に集落ごとの分散性・「モンロ…主義Jにもつながりかねず，それはまた部落利害を実

現する限りで市全体の権カ的統治(例えば開発政策)を支持し，正統性を付与することにもつ

ながり得るものであった。換言すれば，抵抗の可能性とともに支配の手段に転化する可能性も

有する論理である O

第三は，地域諜題解決にかかわる学習の意義の理解に支えられた中立論である。ここには寺

中構想以来の戦後公民館構想、の積様面(地域課題学習)が反映されているのみならず，利害と

価値観が対立し，共同体的な一体性を維持することが由難になった段階で形成された公民館や

社会教育の独自の役割を主張する積極的な論理が含まれている。いわゆる「積極的中立論J30へ
展開する可能性をここにみることも可能で、あろう。

第聞に，その他として，戦後の文部省の指導による社会教育の限定的理解に基づく消極的中

立論(偏向教育批判)，他方での日教組の側の対抗論理としての教育の自由論の反映も学校教育

からの影響として存在したようであるo

以上の論理は，相互に関連している。特に，積甑的中立論に展開する可能性を含んだ地域課

題学習論に碁づく中立論は，共同体の自立論によって基盤を与えられていたとみてよい。そし

て，自由主義的中立性論の反権力的側面が強調されるときには，共同体の自立論は抵抗の論理



地域づくりと公民館 145 

につながる可能性(共同体ニリベラル)があるし，逆に反左翼性が強調される場合には，共同

体の自立論は排除の論理を含む可能性(共同体ニ封建的)もある。

(3) i機関自立」論の理解をめぐって

このような宇錦絵な様相を示しながらも，戦後の竜丘公民館の特徴は，やはり地域の変貌過程

の中で地域課題・生活課題(生活改善運動・新生活運動)に関する学習が，文イじ的取り組み(例

えば青年演劇)と並んでお芸春本的な柱として位置づいてきた点にあることは確認すべきであろう。

「市民セミナーJが「それま

る理由はここにある。

してやってきた地域課題学習の流れの中にある」と理解され

但し，それは以上のような相互関連の中にあったために，高度成長期に入って以後，住民の

-生活構造の変化と並行して共同体の均質性が崩れることによって，旧来型の自治の力が

弱まる中で維持することが困難になり，それにしたがって，公民館も宙に浮く形になったよう

に思われる。その意味では，変貌しつつある地域に再び、ねぎがし定着する方法が模索されたのが

1960年代末であったと言える。

また，それは学習の意義を地域課題解決の手段として理解するものであっても，学習と区別

された教育の意義を理解するものではなかった。公民館を支える実体が以上のように停滞・変

貌するなかで，この学習の価値の理解を実践に基づいて更に深めることは臨難になっていった

ように思われる。地域課題解決の学習の発展方向を実践に却して検討する前に，地域課題学習

自体が困難になっていったと寄ってもよい。

そのため， 1972年に定式化された公民館運営の4つの原則31の第四原則である機関自立の原

則は，地域課題学習にかかわる公民館の実践が十分に総括されないままに形式的に定着し，そ

の結果，竜丘の実践に内在していた他の要素がむしろ前面に出てきたように思われるo 今日の

機関自立論は，例えば i農業問題は農協，行政に関わる問題は自治会が組織するものであり，

公民館はかかわらない」というように，消極的中立論に近い形で理解されているように思われ

る。文化や「地域的教養」学習の組織にしても，公民館の守備範囲を限定的に理解することと

かかわった，一つの帰結であろう。

こうした点が，飯関市全体のまちづくりに関わる一般行政， NPOを含む市民グループ。からの

公民館に対する期待を低くする要因であるように思われる。地域の手写生・再建という性格が濃

厚な今日の地域づくり実践においては，経済的・政治的利害ーが錯綜する中での問題解決が求め

られている。まさにそこでは「切れば血の出る議論J (宮原誠一)が展開しているのであるが，

現在の公民館はそうした問題にかかわることには積極的ではない。かつての共同学習で震観さ

れた「本音の話し合い」は，今日ではこうした場面でなされる可能性が高い。もちろん，それ

が必ずしも教育的な意図に基づいた組織イじであるとは言えないが，実際の生活に切り込むこと

は，むしろそのような対立的状況の中で可能になると言えるであろう。かつての集落問の利答

対立にかかわる公民館での学習も，それに近い状況の中で農関されたと思われる。今日では集

落問の利害対立とは異なる形で，麗用や地域経積発展，福祉や環境，あるいは教育をめぐる利

害の対立が生じているのであるが，そうした対立問題への公民館のスタンスの取り方が，消極

的中立論からは導き出せないことが，公民館以外の世界からの批判の一つの要因であるように

思われる。

とはいえ，近年の竜丘における地域的教養学習の積み重ねは，慨に確認したように，そうし

た学習を組織する主体と，地域の中で継ゑされるべき価値についての理解の深まりをもたらし
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てきた。そのことが条件になって，このような限界を突破する可能性をもった実践も展開しつ

つある。この点については，終章で言及する o

終章公民館実践と地域づくり

小論の課題は，住民参加がどこでも聞かれるようになった今日の段階における公民館の固有

の役割を明らかにすることにあった。こうした関心から，竜丘地区の実践を振り返ると，次の

ような諸点が浮かび、上がったように患われる。

第一に，最も慕底的な役割として，住民の交流と組織化を悶ることがある。分舘におけるイ

ベントは，変貌する地域の一体性を維持することを目的としているが r顔の見える関係」とし

て近隣社会を維持することは， 日常生活の場面で地域づくりにつながる課題を共有する前提に

なる。

もちろん，このような組織化が旧来の共同体への包指を意味するのであれば，相互監調や共

同体秩序の押しつけといった閉塞的な関係しか産み出さない。しかし，竜丘の場合は，戦前か

らのリベラルな伝統や戦後の新生活運動の肯定的側閣に支えられて，そうした性格は薄れてい

たし，何よりも共同体そのものが生産・生活の基盤としての役割を喪失し，その内部に多様な

価値を含み込んでいたのであり，新住民も含めて，住民の組織化は新たな地域社会の創造とい

う方向においてしかなし得なかったと詰ってよい。

第二に，さらに公民館は，それまで依拠していた出来の共河性が勝壊する過程で，独自の存

立基盤を確立する必要があったのであり，そうした客観的な条件にも促されて，共用体からの

自立を遂げていた。「学習中心型公民館」像の模索は，まさに教育機関としての自立の模索であ

り r市民セミナ-Jはそのような公民館の性格を踏まえて，改めて地域社会と公民館との関係

を再構築する実践であった。したがって，公民館が住民の組織化にあたる場合，共同体的規範

を伝達することは，少なくとも竜丘の公民館に関する限り，論理的にも想定しがたい。

第三に，公民館は上記のような位置を自覚することによって，学留や実践を過して地域の文

化や環境，暮らしを対象化し，共有の価値を明らかにする役割を姐ってきた。その成果が小論

で仮説的に言及した「地域的教養」の形成であろう。そのことによって学校教育と社会教育を

繋ぐ可能性が生まれてきていることも雄認したとおりである o

第四に，そのような学習に支えられて，地域環境を保全する住民運動や地域を創造する地域

づくり運動が接関した。これは発見された共通の課題を達成するための協同・協働の実践であ

る。このような協関が組織されることによって，新たな共同が再構築されつつあるのが，現在

の主主丘であると言ってよい。

第五に，以上の過程の鍵を握っているのは，この一連の過程を組織する教育主体である。逆

に，この過程が教育的に組織されることが発展の条件であると言ってもよい。そのような教育

主体を形成する役割を公民館実践は担っている。

さしあたり，以上のような役割を確認できるが，以上の整理はまだ形式的なものにとどまっ

ている。小論の後半部では，学習内容に制約された公民館実践の限界を，地域発展計画づくり

の場面において確認したのであるが，その限界を突破するためには，公民館の中立性を積極的

に理解し，現実の利害対立あるいは実際生活における矛盾に切り込んだ教育実践を展開するこ

とが必要となる。そのような実践が展開する可能性は，竜丘地区においても，すでにいくつか
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見ることができる。その一つは竜丘公民館文化祭にむけて組織され，出自する「おいしんぽプ

ラザ」である。これはかつて婦人会が「下議ItJとして受け持っていた文化祭の喫茶コーナー

を，地域内の女性有主主が担当したものである o PTAで一緒に活動していた女性たちが中心に

なって始まり，現在では約30名が携わっているo この取り組みの特徴は，第一に，本物の食に

こだわること，第ニに，自発的な意志で集まった人々の集団であり，各自が「自分がいなきゃ

進まないJという意識をもって参加していること，第三に，苦いたいことが替える集団であり，

各自のこだわりがぶつかり合っても rみんなで話し合っている最中で解決するjこと，第四に，

「みんなでつくりあげる」ことを実感できること，第五に，活動する中で，子育てをはじめとし

て共通の話題ができ，かつ本音で話し合えること，にある。

この取り組みは，まさに「志縁J32によるものであり，なおかつそれが集落の中に展開してい

ることに注呂したい。一般に，協肉的な取り組みは個々の集落から離れ，全市的・広域的な場

面で展開することが多いが，この取り組みは日常生活の場である集落の中で自由な関係を産み

出し，なおかつそれが地域の中で評価され，共感を呼ぶという意味で重要である。

もうひとつの事例は r学習ネットワークサロン竜丘」である。名称はまだ確定しておらず「竜

丘ふれあいサロン」とも呼ばれているようであるが，趣旨としては「地域の人々が交流する場，

自分採し・自己研錆の場，未来を語り合う場，学習の輸を広げたい」という 4点が掲げられ，

竜丘市民大学とは違った形で，再度，地域課題を見つめなおす学習の場にすることが企画され

ている。呼びかけ人の開では，地域の実態をふまえながら， 日本全体も見渡しながら，学習を

進める必要が自覚されており，子育てにかかわる親の学習なども視野に入っている。まだ構想

の段階であるが i竜丘の地域で，毅として何を研究していきたいか，そういう立場で調査をし

てみたらどうか。髄みのないお母さんはいないと思っし」という方向が模索されており，従来

の実践とは異なって，生活現実により一歩踏み込む可能性がある。この実践の呼びかけ人は，

かつての公民館舘長や杜教主事であり，その意味ではこれまでの竜丘の社会教育・公民館実践

の総括の上にたった問題提起であると言える。

この取り組みは，先の「おいしんは、フ。ラザ」と対比すると，竜丘公民館，すなわち集落から

は自立した教育機関の側から提起きれている点に特徴がある。共同性が集落の側に相対的に強

いとすれば，その中から生まれた協同・協働と，課題別に組織することを基本としてきた協同

の側から地域の現実に切り込もうとする実践という対比も可能であろう。このような両者の動

きの中に，共同と協同の統一，教育実践と地域づくりの新たな統一の可能性を見ることができ

るように思われる。「積磁的中立」論に基づ許いて，本音の話し合いが組織される可能性を，ここ

に見出しでもよいのではなかろうか。これらの新たな統ーを成し遂げられるか否かは，組識化

主体の教育主体としての成熟度にかかっているのであろうが，竜丘に形成された教育主体の層

の摩さは，新たな麗開を既に保証しているように思われる。

われわれは，このような実践の展開と今後の見通しから，公民舘実践と地域づくりの関連に

ついて，次のように言うことができる。地域づくりとは，実際生活の矛盾を協簡で解決するこ

とにより，新たな共同を形成することに他ならず，その過程が開放性・非排除性をもち，かっ

持続性を保つ条件は，協同の組織化主体が教育主体としての力量を備えているか杏かにかかっ

ている。公民館は，教育機関として地域から自立しつつも，現実の矛盾に切り込む教育実践を

組織することによって，そのような教育主体を形成することができるo公民館の固有の役割を，

われわれは，ここに見出すことができる。
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